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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高は、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）抜きの価格で表示しております。 

２．１株当たり純資産額及び１株当たり中間純利益につきましては、その算定にあたり、純資産額又は中間純利

益から普通株主に帰属しない金額（計算上の中間配当金額）を控除しておりません。 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高（百万円） 11,932 13,021 15,378 25,705 30,253 

経常利益（百万円） 105 131 275 767 1,270 

中間（当期）純利益（百万円） 337 60 214 1,379 2,935 

純資産額（百万円） 7,368 8,266 9,185 8,392 11,140 

総資産額（百万円） 30,115 32,547 35,756 31,198 31,469 

１株当たり純資産額（円） 119.10 150.84 250.58 153.74 250.95 

１株当たり中間（当期）純利益

（円） 
11.93 2.13 7.57 47.22 102.26 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益(円) 
7.32 1.51 6.19 29.95 73.69 

自己資本比率（％） 24.5 25.4 25.7 26.9 35.4 

営業活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
974 △   49  653 2,461 3,226 

投資活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
△   137 △   255  △  1,160 △   338 △   645 

財務活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
△  1,256 △   284 △   99 △  2,302 △  2,586 

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高（百万円） 
1,772 1,422 1,399 2,011 2,007 

従業員数（人） 1,064 1,094 1,297 1,082 1,088 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高は、消費税等抜きの価格で表示しております。 

２．１株当たり純資産額及び１株当たり中間純利益につきましては、その算定にあたり、純資産額又は中間純利

益から普通株主に帰属しない金額（計算上の中間配当金額）を控除しておりません。 

回次 第55期中 第56期中 第57期中 第55期 第56期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高（百万円） 11,782 12,835 13,357 25,327 29,810 

経常利益（百万円） 67 71 213 606 1,081 

中間（当期）純利益（百万円） 364 10 147 1,306 2,727 

資本金（百万円） 5,145 5,145 5,145 5,145 5,145 

発行済株式総数（千株） 32,300 32,300 30,400 32,300 32,300 

純資産額（百万円） 7,382 8,129 8,823 8,304 10,844 

総資産額（百万円） 29,283 31,756 33,159 30,506 30,587 

１株当たり純資産額（円） 119.59 146.01 237.78 150.65 240.50 

１株当たり中間（当期）純利益

（円） 
12.89 0.38 5.20 44.62 94.90 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益（円） 
7.91 0.27 4.25 28.35 68.47 

１株当たり配当額（円） － － － 

普通株式  5.00 

第１種優先株式 

10.98 

普通株式   6.00 

第１種優先株式 

10.975 

自己資本比率（％） 25.2 25.6 26.6 27.2 35.5 

従業員数（人） 759 795 800 770 772 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について重要な変更はありません。 

 なお、当中間連結会計期間において、電子装置製品の一部（赤外線機器、工業計測機器）の製造、販売を行うＮＥ

Ｃ三栄株式会社が新たに連結子会社となっております。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

連結子会社 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 事業の種類別セグメントを記載していないため部門別の従業員数を示すと次の通りであります。 

 （注）１．従業員数は就業人員を表示しております。 

２．全社（共通）部門として記載されている従業員数は、管理部門及び営業部門に所属しているものでありま

す。 

３．従業員が前連結会計年度末に比べ209名増加しましたのは、主にＮＥＣ三栄株式会社が新たに連結子会社と

なったためであります。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員を表示しております。 

(3）労働組合の状況 

 当中間連結会計期間において、新たにＮＥＣ三栄労働組合（組合員131名）が加わりました。 

 なお、日本アビオニクス労働組合、ＮＥＣ三栄労働組合ともに会社との関係は円満に推移しており、特記すべき

事項はありません。 

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業の内容 
議決権の所有割
合（％） 

関係内容 

ＮＥＣ三栄㈱ 東京都立川市 342 
赤外線機器、工業計

測機器の製造、販売
100 

当社からの資金援助

役員の兼任等…有 

  平成18年９月30日現在

部門名 従業員数（人） 

情報システム部門 533 

電子装置部門 180 

製造装置部門 203 

全社（共通）部門 381 

合計 1,297 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 800 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰による石油関連製品の物価の上昇が見られたもの

の、引き続き企業収益が改善するとともに設備投資も増加するなど緩やかな回復傾向のうちに推移しました。 

 当社企業グループの関連するエレクトロニクス業界におきましては、製品価格の下落等があったものの、薄型テ

レビ、デジタルカメラ等のデジタル民生機器を中心に堅調に推移しました。 

 このような状況の中で当社企業グループは、急変する市場への対応を目的として営業体制を見直すとともに好調

な市場へ新製品を投入するなど、受注、売上の確保に努めました。 

 また、日本電気株式会社が所有する赤外線機器の有力企業であるＮＥＣ三栄株式会社の全株式を譲り受け、当社

の子会社といたしました。これにより両社の事業領域の相互補完を行うとともに赤外線機器の今後の成長が期待で

きる監視・セキュリティ市場へ積極的な事業展開を進める予定です。 

 以上の結果から、当中間連結会計期間における連結業績は、受注高がＮＥＣ三栄株式会社が連結対象に加わった

こと及び引き続き情報システム製品の大型プロジェクトがあったことから161億17百万円（前年同期比32.9％増）

となり、売上高が同様にＮＥＣ三栄株式会社及び情報システム製品の大型プロジェクトの効果並びに製造装置製品

が好調に推移したことから153億78百万円（前年同期比18.1％増）となり、前年同期に比較しそれぞれ増加しまし

た。 

 損益に関しましては、売上増の効果及び原価の低減等により経常利益が２億75百万円（前年同期比110.0％増）

と前年同期に比較して１億44百万円増加し、中間純利益は２億14百万円（前年同期比254.9％増）となりました。 

 なお、平成18年７月20日に日本電気株式会社の取得請求に基づき第１種優先株式190万株を取得し、平成18年７

月31日に当該株式全数を消却いたしました。 

 部門別の状況は、次の通りです。 

情報システム部門 

 情報システム製品については、表示・音響関連装置を中心として受注、売上とも大幅に増加しました。 

 この部門の当中間連結会計期間の受注高は69億99百万円（前年同期比34.2％増）、売上高は62億79百万円（前年

同期比17.6％増）であります。 

電子装置部門 

 電子装置製品については、情報端末機器が低調に推移し、映像機器の需要動向が低価格品にシフトしたため当社

が得意とする高機能品が伸び悩んだものの、赤外線機器においてＮＥＣ三栄株式会社が加わった効果とともに新製

品も寄与したことから、電子装置製品全体としては受注、売上とも増加しました。 

 この部門の当中間連結会計期間の受注高は44億75百万円（前年同期比46.2％増）、売上高は46億42百万円（前年

同期比24.7％増）であります。 

製造装置部門 

 製造装置製品については、プリント配線板が半導体検査装置市場の一部が低調であったことなどから受注、売上

とも減少したものの、製造・検査機器がデジタル民生機器用電子部品向け接合装置が好調に推移し海外市場も好調

であったことからプリント配線板の減少を吸収し、製造装置製品全体では受注、売上とも増加しました。 

 この部門の当中間連結会計期間の受注高は46億42百万円（前年同期比20.5％増）、売上高は44億56百万円（前年

同期比12.6％増）であります。 

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は前連結会計年度末に比べ６億

７百万円減少し、13億99百万円となりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は次の通りであります。 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果得られた資金は、６億53百万円となりました。これは主にたな卸資産が増加したものの、税金等

調整前中間純利益の計上、仕入債務が増加及び売上債権が減少したことによるものであります。 

 前年同期比では、売上債権の減少等により７億２百万円増加しております。 



投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果使用した資金は、11億60百万円となりました。これは主にＮＥＣ三栄株式会社の株式取得及び生

産能力増強のための有形固定資産取得による支出によるものであります。 

 前年同期比では、以上等の理由により９億５百万円支出が増加しております。 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果使用した資金は、99百万円となりました。これは主に短期借入金の借入れを実施したものの、第

１種優先株式の取得・消却及び配当金の支払いを実施したことによるものであります。 

 前年同期比では、第１種優先株式の取得・消却を実施したものの、短期借入金の借入れ実施等により１億84百万

円支出が減少しております。 

 なお、当中間連結会計期間末における借入金残高は、当社における借入金の増加並びに新たに子会社としたＮＥ

Ｃ三栄株式会社の借入金残高を加えたことにより、前連結会計年度末に比べ31億80百万円増加し、126億80百万円

となりました。また、当社はコミットメントライン契約を締結しており、当中間連結会計期間末における契約総額

は60億円、借入未実行残高は32億円となりました。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

 事業の種類別セグメントを記載していないため、製品区分別の「生産、受注及び販売の状況」を示すと次の通りで

あります。 

(1）生産実績 

 （注） 消費税等抜きの販売価格によって表示しております。 

(2）受注状況 

 （注） 消費税等抜きの販売価格によって表示しております。 

(3）販売実績 

 （注）１．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次の通りであります。 

２．消費税等抜きの価格によって表示しております。 

製品区分 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

情報システム製品（百万円） 6,279 117.6 

電子装置製品（百万円） 4,730 124.9 

製造装置製品（百万円） 4,477 113.8 

計（百万円） 15,487 118.6 

製品区分 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

受注高（百万円） 前年同期比（％）
受注残高 
（百万円） 

前年同期比（％）

情報システム製品 6,999 134.2 10,730 89.5 

電子装置製品 4,475 146.2 1,656 369.1 

製造装置製品 4,642 120.5 1,461 163.2 

計 16,117 132.9 13,848 103.8 

製品区分 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

情報システム製品（百万円） 6,279 117.6 

電子装置製品（百万円） 4,642 124.7 

製造装置製品（百万円） 4,456 112.6 

計（百万円） 15,378 118.1 

相手先 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

日本電気㈱ 3,226 24.8 3,531 23.0 



３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社企業グループが対処すべき課題に重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 当社企業グループは、独自のエレクトロニクス技術とシステム技術をもとに、新しい価値を創造することを目指

し、先端技術分野での基礎研究、応用研究をはじめとして、事業運営に直結した新技術、新製品の開発を行っており

ます。 

 現在の研究開発活動は主に当社の情報システム製品、電子装置製品及び製造装置製品の技術部門を中心に進めてお

ります。 

 なお、当中間連結会計期間における研究開発費の総額は、６億26百万円であり、主な研究内容は以下の通りであり

ます。 

(1）ＤＳＰボードの研究 

 ＤＳＰ（Digital Signal Processor）ボードは、積和等の演算処理を高速で行うことに特化した、レーダ信号処

理装置等に使用する演算処理ボードです。また、レーダ信号処理は、高速で多量のデータを演算処理する関係上、

高い演算処理能力及びデータ転送能力が要求されるため、ＤＳＰボードを複数枚使用することにより機能性能を実

現しています。 

 本研究は、レーダ信号処理装置の製品化における小型化・軽量化の要求に応えるため、ＤＳＰボードの性能向上

を目的に、演算処理能力向上のための最新のＤＳＰデバイスを採用した演算処理方式の研究を実施いたしました。

 最新のＤＳＰデバイスを複数個並列処理した結果、従来ボードより約1.5倍の演算処理能力が得られることが検

証できましたので、複数のＤＳＰデバイスから出力される演算処理結果データを高速に統合出力するためのインタ

フェース方式を研究し、試作及び機能性能評価を実施いたしました。その結果、ＤＳＰボードの使用枚数を従来の

３分の２とする期待性能を確認することができました。 

(2）耐環境性情報端末「ＦＭＴ－Ｎ70」の開発 

 製造現場や物流現場など、振動・衝撃がある現場、金属粉あるいは水滴を受けやすい過酷な環境下でも使用可能

な高性能情報端末「ＦＭＴ－Ｎ70」を開発し市場に投入いたしました。 

 本製品は、本体背面の強度を高め、ハードディスクを内蔵させないことにより、耐振動性、耐衝撃性を向上させ

ることができました。さらに、表示部には産業用12.1インチ液晶に保護フィルタ付アナログ抵抗膜式タッチパネル

を採用してIP64相当の防塵・防滴性を有し、CPUにintel社製PXA270‐520MHsを、OSにはWindowsCE5.0を採用して高

性能を実現いたしました。 

 これにより、ミストやダストが舞う製造現場や振動・衝撃を伴う倉庫や配送センターなどの物流現場、飲食業の

厨房など過酷な環境下でも使用可能な製品になっております。また、フォークリフトやカート等車載にも適した無

線LAN装備モデルも同時に開発し、利便性の向上も実現いたしました。 

(3）樹脂加工装置「熱カシメユニット ＮＣＵ－15」の開発 

 近年の電子機器市場では、小型軽量化、形状の複雑化に伴い樹脂部品の使用が増加しており、また、樹脂部品の

リサイクル化、省資源化の加速に伴い、その取付け方法がネジ止めから溶着へと移行しているため、熱カシメに代

表される樹脂溶着技術が重要となっています。 

 拡大する樹脂溶着市場の要求に応えるため、樹脂加工装置「熱カシメユニット ＮＣＵ－15」を開発いたしまし

た。 

 本製品は、従来製品に備えたフィードバック制御方式による優れた温度精度と加熱再現性、樹脂の凝固温度まで

冷却を保持する冷却機能などの基本性能に加え、電源の定格容量を10倍アップさせることにより、多点同時溶着を

可能といたしました。さらに、樹脂凝固後に僅かに加熱するアフターヒート機能の追加によって、樹脂と加熱ツー

ルの剥離を円滑にし、糸引きのない溶着が可能となり、高い生産性と安定した溶着品質を提供できる装置を実現す

ることができました。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、ＮＥＣ三栄株式会社が連結子会社となりました。その設備の状況は、次の通りであ

ります。なお、本社ビル（賃借設備）は、東京都港区から東京都品川区に移転しております。 

 （注） 帳簿価額は建設仮勘定を除いており、消費税等抜きの金額であります。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について重要な変更はあり

ません。 

 国内子会社 平成18年９月30日現在

会社名  所在地 部門名 設備の内容 

帳簿価額 

従業員数 
（人） 

建物及び構
築物 
（百万円）

機械装置及
び運搬具 
（百万円）

工具器具備
品 
（百万円）

土地 
（百万円） 
（面積㎡） 

合計 
（百万円） 

ＮＥＣ三栄㈱ 
東京都立川市

他 

電子装置全社

（共通） 

生産設備 

その他設備 
28 － 185 － 214 188 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注） 第１種優先株式の内容は次の通りであります。 

１．議決権 

後記２③に定める第１種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

２．優先配当金 

① 優先配当金の額 １株当たりの優先配当金（以下「第１種優先株式配当金」という。）の額は、以下の

算式に従い算出される金額とする。第１種優先株式配当金は、円位未満小数第４位まで算出し、その小

数第４位を四捨五入する。ただし、計算の結果、第１種優先株式配当金の額が金20円を超える場合は20

円とする。 

第１種優先株式配当金＝1,000円×（日本円TIBOR＋1.0％） 

「日本円TIBOR」とは、平成15年４月１日（配当起算日）及びそれ以降の毎年４月１日（以下「第１種

優先株式配当算出基準日」という。）現在における日本円のトーキョー・インター・バンク・オファー

ド・レート（６ヶ月物）として全国銀行協会によって公表される数値とし、上記計算式においては、次

回の第１種優先株式配当算出基準日の前日までの各事業年度について適用される。ただし、第１種優先

株式配当算出基準日が銀行休業日の場合は、直前営業日を第１種優先株式配当算出基準日とする。第１

種優先株式配当算出基準日に日本円TIBORが公表されない場合、同日（当日が銀行休業日の場合は直前

営業日）ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート

（ユーロ円LIBOR６ヶ月物（360日ベース））を日本円TIBORに代えて用いるものとする。 

② 優先中間配当金の額 １株当たりの優先中間配当金の額は、第１種優先株式配当金の２分の１又は１株

につき10円の低い方を上限として決定する金額とする。 

③ 非累積条項 ある事業年度において、第１種優先株式を有する株主（以下「第１種優先株主」とい

う。）又は第１種優先株式の登録株式質権者（以下「第１種優先登録株式質権者」という。）に対し、

第１種優先株式配当金の一部又は全部が支払われないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しな

い。 

④ 非参加条項 第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対しては、第１種優先株式配当金を超え

て配当は行わない。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 76,000,000 

第１種優先株式 4,000,000 

計 80,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年12月８日） 

上場証券取引所名又は登
録証券業協会名 

内容 

普通株式 28,300,000 28,300,000 
東京証券取引所市場第二

部 
－ 

第１種優先株式 2,100,000 2,100,000 非上場・非登録 （注） 

計 30,400,000 30,400,000 － － 



３．残余財産の分配 

当社が残余財産を分配するときは、第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対し１株につき

1,000円を普通株主又は普通株式の登録株式質権者に先立って金銭により支払い、これ以外の残余財産の

分配は行わない。 

４．株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等 

当社は、第１種優先株式の併合もしくは分割、株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。ま

た、当会社は、第１種優先株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権

利を与えない。 

５．取得請求権 

第１種優先株主は、平成18年４月１日以降、当社の前事業年度の株主資本等変動計算書における繰越利益

剰余金の当期末残高が20億円を超えている場合、毎年７月１日から７月31日までの間（以下「取得請求可

能期間」という。）において、繰越利益剰余金の当期末残高の50％から、当社に当該取得請求がなされた

事業年度において、当社が下記６及び７において定める取得条項による取得又は任意買入をすでに行った

か、行う決定を行った分の第１種優先株式の価額の合計額を控除した金額を限度として第１種優先株式の

全部又は一部を取得請求することができる。ただし、前記限度額を超えて第１種優先株主から取得請求が

あった場合、取得の順位は、取得請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定す

る。当社は、第１種優先株式を取得するのと引き換えに第１種優先株式１株につき1,000円に第１種優先

株式配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数（初日及び取得日を含む。）で日

割計算した額（円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。）を加算した額の金銭

を交付するものとする。 

６．取得条項 

当社は、平成18年４月１日以降、法令の定めに従い、第１種優先株式の全部又は一部を取得することがで

きる。一部取得の場合は、抽選その他の方法により行う。当会社は、第１種優先株式を取得するのと引き

換えに第１種優先株式１株につき1,000円に第１種優先株式配当金の額を取得日の属する事業年度の初日

から取得日までの日数（初日及び取得日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第４位まで算出し、

その小数第４位を四捨五入する。）を加算した額の金銭を交付するものとする。ただし、当該事業年度に

おいて第１種優先株式中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。 

７．消却 

当社は、法令の定めに従い、第１種優先株式を買い入れ、これを当該買入価額により消却することができ

る。 

８．普通株式の交付と引き換えに第１種優先株式の取得を請求する権利 

第１種優先株主は、平成22年４月１日以降いつでも次の転換価額等の条件で、当社に対して、普通株式の

交付と引き換えに取得を請求（以下「転換請求」という。）することができる。 

① 当初転換価額 当初転換価額は、平成22年４月１日における普通株式の時価とする。当該時価が113円

（以下「下限転換価額」という。）を下回る場合には、当初転換価額はかかる下限転換価額とする。た

だし、下記③に規定の転換価額の調整の要因が平成22年４月１日までに発生した場合には、かかる下限

転換価額について下記③の規定に準じて同様な調整を行うものとする。 

上記「時価」とは、平成22年４月１日に先立つ45取引日に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所に

おける当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除

く。）とし、その計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。 

② 転換価額の修正 転換価額は、平成23年４月１日以降毎年４月１日（以下「転換価額修正日」とい

う。）における普通株式の時価に修正するものとする。当該時価が上記①に規定の下限転換価額を下回

る場合には修正後転換価額はかかる下限転換価額とする。ただし、転換価額が転換価額修正日までに、

下記③により調整された場合には、下限転換価額についても同様な調整を行うものとする。 

上記「時価」とは、各転換価額修正日に先立つ45取引日に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所に

おける当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除

く。）とし、その計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を四捨五入する。 



③ 転換価額の調整 第１種優先株式発行後、時価を下回る払込金額で新たに普通株式を発行する場合、株

式分割により普通株式を発行する場合その他一定の場合には、転換価額を以下に定める算式により調整

する。 

また、合併等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する価額に変更され

る。 

④ 取得と引換えに交付すべき普通株式数 第１種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次

の通りとする。 

発行株式数算出にあたって１株未満の端株が生じたときは、これを切り捨て、金銭による調整を行わな

い。 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注） 第１種優先株式の消却による減少であります。 

(4）【大株主の状況】 

① 普通株式 

      
新規発行株
式数 

×
１株当たり払
込金額 

調整後転換
価額 

＝ 
調整前転
換価額 

×
既発行株
式数 

＋ １株当たり時価 

    既発行株式数＋新規発行株式数 

取得と引換えに交付
すべき普通株式数 

＝ 

第１種優先株主が転換請求のために提出した第１種
優先株式の払込金額総額 

転換価額

年月日 
発行済株式総

数増減数(株) 

発行済株式総

数残高（株） 

資本金増減額 

（百万円） 

資本金残高 

（百万円） 

資本準備金増

減額(百万円) 

資本準備金残

高（百万円） 

平成18年７月31日

（注） 
△1,900,000 30,400,000 － 5,145 － － 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日本電気(株) 東京都港区芝五丁目７番１号 14,151 50.00 

日本アビオニクス従業員持株

会 
神奈川県横浜市瀬谷区本郷二丁目28番２ 516 1.82 

(株)三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 441 1.56 

日本証券金融(株) 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10号 405 1.43 

住友信託銀行(株) 大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号 249 0.88 

伊藤 豊 愛知県名古屋市熱田区 220 0.78 

住友生命保険(相) 東京都中央区築地七丁目18番24号 218 0.77 

三井住友海上火災保険(株) 東京都中央区新川二丁目27番２号 161 0.57 

吉川 勝敏 広島県広島市西区 127 0.45 

石坂 君代 群馬県伊勢崎市 126 0.45 

計 － 16,614 58.71 



② 第１種優先株式 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株（議決権の数４個）含まれ

ております。 

②【自己株式等】 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日本電気(株) 東京都港区芝五丁目７番１号 2,100 100 

計 － 2,100 100 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 優先株式  2,100,000 － 

「１ (1） ② 発行

済株式」の「内容」の

記載を参照 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   24,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 28,174,000 28,174 － 

単元未満株式 普通株式   102,000 － － 

発行済株式総数 30,400,000 － － 

総株主の議決権 － 28,174 － 

  平成18年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

日本アビオニクス㈱ 

東京都品川区西五

反田八丁目１番５

号 

24,000 － 24,000 0.08 

計 － 24,000 － 24,000 0.08 



２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次の通りであります。 

役職の異動 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 570 556 475 555 509 515 

最低（円） 488 465 400 450 466 451 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

常務取締役 支配人 常務取締役 － 杉内 克己 平成18年７月１日



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間財務諸表は、改正前の中間財務諸

表等規則に基づき、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等

規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日

まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間財務諸表につ

いては中央青山監査法人により中間監査を受け、また、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30

日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表に

ついては新日本監査法人により中間監査を受けております。 

 なお、当社の監査人は次の通り交代しております。 

前中間連結会計期間及び前中間会計期間   中央青山監査法人 

当中間連結会計期間及び当中間会計期間   新日本監査法人 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金     1,422 1,399   2,007 

２．受取手形及び売掛
金 

※５   8,059 9,334   8,300 

３．たな卸資産     12,736 12,496   10,953 

４．その他     1,354 1,439   1,200 

５．貸倒引当金     △    30 △    50   △    40 

流動資産合計     23,543 72.3 24,620 68.9   22,421 71.2

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 
※１ 
※２ 

        

(1）建物及び構築物   2,427   2,386 2,379   

(2）土地   4,847   4,847 4,847   

(3）その他の有形固
定資産 

  1,415 8,689 1,802 9,037 1,518 8,745 

２．無形固定資産           

(1）のれん   －   397 －   

(2）その他   － 108 133 530 － 110 

３．投資その他の資産           

(1）投資その他の資
産 

  335   1,710 324   

(2）貸倒引当金   △   129 205 △   143 1,567 △   133 191 

固定資産合計     9,003 27.7 11,135 31.1   9,047 28.8

資産合計     32,547 100 35,756 100   31,469 100 

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛
金 

※５   5,243 6,072   5,092 

２．短期借入金 ※２   5,320 7,370   3,840 

３．製品保証引当金     － 31   － 

４．その他     3,139 3,927   3,388 

流動負債合計     13,702 42.1 17,401 48.7   12,320 39.2

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２   6,480 5,310   5,660 

２．再評価に係る繰延
税金負債 

    1,274 1,321   1,274 

３．退職給付引当金     2,824 2,477   966 

４．役員退職慰労引当
金 

    － 59   107 

固定負債合計     10,578 32.5 9,169 25.6   8,008 25.4

負債合計     24,281 74.6 26,571 74.3   20,328 64.6

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     5,145 15.8 － －   5,145 16.3

Ⅱ 利益剰余金     1,268 3.9 － －   4,143 13.2

Ⅲ 土地再評価差額金     1,857 5.7 － －   1,857 5.9

Ⅳ 自己株式     △    5 △ 0.0 － －   △    6 △ 0.0

資本合計     8,266 25.4 － －   11,140 35.4

負債・資本合計     32,547 100 － －   31,469 100 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本               

１．資本金    － －  5,145 14.4  － －

２．利益剰余金    － －  2,237 6.2  － －

３．自己株式    － －  △    7 △ 0.0  － －

株主資本合計    － －  7,375 20.6  － －

Ⅱ 評価・換算差額等               

１．その他有価証券評
価差額金 

   － －  △    0 △ 0.0  － －

２．土地再評価差額金    － －  1,809 5.1  － －

評価・換算差額等合
計 

   － －  1,809 5.1  － －

純資産合計    － －  9,185 25.7  － －

負債純資産合計    － －  35,756 100  － －



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     13,021 100 15,378 100   30,253 100 

Ⅱ 売上原価     10,009 76.9 11,611 75.5   23,110 76.4

売上総利益     3,011 23.1 3,766 24.5   7,142 23.6

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１   2,744 21.0 3,370 21.9   5,561 18.4

営業利益     267 2.1 396 2.6   1,581 5.2

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息   0   0 0   

２．受取配当金   0   0 0   

３．為替差益   －   18 －   

４．受取手数料   14   14 26   

５．その他   7 21 0.1 11 45 0.3 14 41 0.1

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息   144   132 320   

２．投資有価証券評価
損 

  －   21 －   

３．その他   13 158 1.2 13 166 1.1 32 352 1.1

経常利益     131 1.0 275 1.8   1,270 4.2

Ⅵ 特別利益           

１．厚生年金基金代行
返上益 

  － － － － － － 2,174 2,174 7.2

Ⅶ 特別損失           

１．たな卸資産廃棄損   －   － 305   

２．固定資産除却損   29   24 50   

３．貸倒引当金繰入額   17   － 17   

４．製品保証引当金繰
入額 

  －   35 －   

５．役員退職慰労引当
金繰入額 

  － 47 0.4 － 60 0.4 84 457 1.5

税金等調整前中間
(当期)純利益 

    84 0.6 215 1.4   2,986 9.9

法人税、住民税及
び事業税 

  23   26 55   

法人税等調整額   － 23 0.1 △    25 0 0.0 △     5 50 0.2

中間(当期)純利益     60 0.5 214 1.4   2,935 9.7

            



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,393   1,393

Ⅱ 利益剰余金増加高     

１．中間（当期）純利益   60 60 2,935 2,935

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１．配当金   185 185 185 185

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高   1,268   4,143

      



中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高（百万円） 5,145 4,143 △  6 9,282 

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）   △ 213   △ 213 

中間純利益   214   214 

自己株式の取得     △1,907 △1,907 

自己株式の消却   △1,906 1,906 － 

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額） 
        

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
－ △1,906 △  1 △1,907 

平成18年９月30日 残高（百万円） 5,145 2,237 △  7 7,375 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差
額金 

土地再評価差額金 評価・換算差額等合計 

平成18年３月31日 残高（百万円） － 1,857 1,857 11,140 

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）       △ 213 

中間純利益       214 

自己株式の取得       △1,907 

自己株式の消却       － 

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額） 
△  0 △  47 △  47 △  47 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△  0 △  47 △  47 △1,954 

平成18年９月30日 残高（百万円） △  0 1,809 1,809 9,185 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  84 215 2,986

減価償却費   320 356 672

退職給付引当金及び
前払年金費用の増加
額又は減少額（△） 

  381 △    39 △ 1,477

受取利息及び受取配
当金 

  △     0 △     0 △     0

支払利息   144 132 320

売上債権の減少額又
は増加額（△） 

  △   736 350 △   977

たな卸資産の減少額
又は増加額（△） 

  △ 1,333 △   697 448

仕入債務の増加額   230 358 79

その他   1,042 144 1,523

小計   132 821 3,575

利息及び配当金の受
取額 

  0 0 0

利息の支払額   △   131 △   114 △   293

法人税等の支払額   △    50 △    53 △    55

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △    49 653 3,226

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

有形固定資産の取得
による支出 

  △   248 △   563 △   620

無形固定資産の取得
による支出 

  △     5 △    29 △    28

連結の範囲の変更を
伴う子会社株式の取
得による支出 

  － △   577 －

その他   △     0 9 3

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △   255 △ 1,160 △   645

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

短期借入金の純増減
額 

  720 2,140 △   760

長期借入金の借入れ
による収入 

  － 700 －

長期借入金の返済に
よる支出 

  △   820 △   820 △ 1,640

配当金の支払額   △   183 △   211 △   183

優先株式消却による
支出 

  － △ 1,906 －

その他   △     1 △     1 △     2

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △   284 △    99 △ 2,586

Ⅳ 現金及び現金同等物の
減少額（△） 

  △   588 △   607 △     4

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  2,011 2,007 2,011

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  1,422 1,399 2,007

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  山梨アビオニクス株式会社、福

島アビオニクス株式会社及び日本

アビオニクス販売株式会社の子会

社３社すべてが連結に含められて

おります。 

 山梨アビオニクス株式会社、福

島アビオニクス株式会社、日本ア

ビオニクス販売株式会社及びＮＥ

Ｃ三栄株式会社の子会社４社すべ

てが連結の範囲に含められており

ます。 

 上記のうち、ＮＥＣ三栄株式会

社につきましては、平成18年６月

30日の株式取得により、当中間連

結会計期間に子会社となったた

め、新たに連結の範囲に含めてお

ります。 

 山梨アビオニクス株式会社、福

島アビオニクス株式会社及び日本

アビオニクス販売株式会社の子会

社３社すべてが連結に含められて

おります。 

２．持分法の適用に関する事

項 

 非連結子会社及び関連会社はあ

りません。 

同左 同左 

３．連結子会社の（中間）決

算日等に関する事項 

 連結子会社の中間決算日は９月

30日であり、中間連結決算日と一

致しております。 

同左  連結子会社の決算日は３月31日

であり、連結決算日と一致してお

ります。 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

１）有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原

価法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

１）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市

場価格等に基づく時

価法（評価差額は全

部純資産直入法によ

り処理し、売却原価

は主として移動平均

法により算定） 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

１）有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原

価法 

    

  

時価のないもの 

移動平均法による原

価法 

  

  

  ２）たな卸資産 

製品、半製品及び原材料 

主として総平均法によ

る原価法 

２）たな卸資産 

製品、半製品及び原材料 

同左 

２）たな卸資産 

製品、半製品、原材料及

び貯蔵品 

同左 

  仕掛品及び未着品 

個別法による原価法 

仕掛品及び未着品 

同左 

仕掛品及び未着品 

同左 

  (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

１）有形固定資産 

定率法 

 なお、主な耐用年数は次

の通りであります。 

建物及び構築物 

３～50年 

機械装置及び運搬具 

４～10年 

工具器具備品 

２～20年 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

１）有形固定資産 

主として定率法 

 なお、主な耐用年数は次

の通りであります。 

建物及び構築物 

３～50年 

機械装置及び運搬具 

４～10年 

工具器具備品 

２～20年 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

１）有形固定資産 

定率法 

 なお、主な耐用年数は次

の通りであります。 

建物及び構築物 

３～50年 

機械装置及び運搬具 

４～10年 

工具器具備品 

２～20年 

  ２）無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用ソフトウ

ェアについては、社内利用

可能期間に基づく定額法に

よっております。 

２）無形固定資産 

同左 

２）無形固定資産 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (3）重要な引当金の計上基準 

１）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率等によ

り、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収

可能性を勘案し、計上して

おります。 

(3）重要な引当金の計上基準 

１）貸倒引当金 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

１）貸倒引当金 

同左 

  ２）   ───── 

  

２）製品保証引当金 

 製品販売後の無償修理費

用の支出に備えるため、過

去の実績を基礎とした見積

額を計上しております。 

２）   ───── 

  

  （会計方針の変更） 

 製品の無償保証期間中の

修理費用は、従来修理作業

等の発生時に計上しており

ましたが、当中間連結会計

期間より過去の実績を基礎

とした見積額を製品保証引

当金として計上する方法に

変更しております。この変

更は、過去の実績を基礎に

将来の発生見込額の見積り

が可能になったことから、

財務の健全性を高め、期間

損益計算の適正化をはかる

ため行ったものでありま

す。 

 この変更により、過年度

の売上に起因する製品保証

引当金繰入額35百万円を特

別損失に計上し、当中間連

結会計期間繰入額31百万円

を売上原価に計上しており

ます。この結果、従来と同

一の方法を採用した場合と

比べ、営業利益及び経常利

益は４百万円それぞれ増加

し、税金等調整前中間純利

益は31百万円減少しており

ます。 

 

  ３）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当中間連結会計期

間末における退職給付債務

見込額から年金資産見込額

並びに会計基準変更時差異

未処理額、未認識過去勤務

債務、未認識数理計算上の

差異を加減した額を退職給

付引当金として計上してお

ります。会計基準変更時差

異8,516百万円は、平成12年

４月１日から15年による按

分額を費用処理しておりま

す。過去勤務債務はその発

生時の従業員の平均残存勤

務期間で按分した額を費用

処理しております。数理計

算上の差異はその発生時の

従業員の平均残存勤務期間

で按分した額をそれぞれ発 

３）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当中間連結会計期

間末における退職給付債務

見込額から年金資産見込額

並びに会計基準変更時差異

未処理額、未認識過去勤務

債務、未認識数理計算上の

差異を加減した額を退職給

付引当金として計上してお

ります。確定給付企業年金

制度及び適格退職年金制度

については年金資産の額が

企業年金制度に係る退職給

付債務に当該企業年金制度

に係る会計基準変更時差異

未処理額、未認識過去勤務

債務及び未認識数理計算上

の差異を加減した額を超え

ているため、前払年金費用

（当中間連結会計期間末 

３）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、連結会計年度末に

おける退職給付債務から年

金資産並びに会計基準変更

時差異未処理額、未認識数

理計算上の差異、未認識過

去勤務債務を加減した額を

退職給付引当金として計上

しております。退職給付会

計基準の適用に伴い発生し

た会計基準変更時差異8,516

百万円は、平成12年４月１

日から15年による按分額を

費用処理しております。数

理計算上の差異はその発生

時の従業員の平均残存勤務

期間で按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理しております。

過去勤務債務はその発生時 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  生の翌連結会計年度から費

用処理しております。 

1,175百万円）として「投資

その他の資産」に含めて中

間連結貸借対照表に計上し

ております。また、会計基

準変更時差異（8,516百万

円）については、厚生年金

基金の代行部分の返上に伴

う処理を除き、平成12年４

月１日から15年による按分

額を費用処理しておりま

す。過去勤務債務はその発

生時の従業員の平均残存勤

務期間で按分した額を費用

処理しております。数理計

算上の差異はその発生時の

従業員の平均残存勤務期間

で按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費

用処理しております。 

の従業員の平均残存勤務期

間で按分した額を費用処理

しております。 

    

  

（追加情報） 

 当社及び一部の連結子会

社は、確定給付企業年金法

の施行に伴い、厚生年金基

金の代行部分について、平

成18年２月１日に厚生労働

大臣から過去分返上の認可

を受け、平成18年５月24日

に国に返還額（最低責任準

備金）の納付を行っており

ます。なお、当中間連結会

計期間における損益に与え

る影響額は軽微でありま

す。 

（追加情報） 

 当社及び一部の連結子会

社は、確定給付企業年金法

の施行に伴い、厚生年金基

金の代行部分について、平

成18年２月１日に厚生労働

大臣から過去分返上の認可

を受けました。 

 当連結会計年度における

損益に与えている影響額

は、特別利益として2,174百

万円計上しております。 

  ４）   ───── ４）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出

に備えるため、社内規程に

基づく当中間連結会計期間

末要支給額を計上しており

ます。 

４）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出

に備えるため、社内規程に

基づく連結会計年度末要支

給額を計上しております。 

（追加情報） 

 当社の役員退職慰労金

は、従来、支出時の費用と

して処理していましたが、

当連結会計年度から当社社

内規程に基づく連結会計年

度末要支給額を役員退職慰

労引当金として計上する方

法によっております。これ

は当連結会計年度において

規程を制定したことに伴

い、財務の健全性をはかる

ため行ったものでありま

す。 

 この結果、当連結会計年

度発生額23百万円は販売費

及び一般管理費に計上し、

過年度対応額84百万円は特

別損失に計上しておりま

す。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (4）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

  (5）重要なヘッジ会計の方法 

１）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によって

おります。また、金利スワ

ップについて特例処理の条

件を充たしている場合は特

例処理を採用しておりま

す。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

１）ヘッジ会計の方法 

同左 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

１）ヘッジ会計の方法 

同左 

  ２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金の支払

利息 

２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ３）ヘッジ方針 

 デリバティブ取引に関す

る社内規程に基づき、金利

の変動によるリスクの低減

のため、対象債務の範囲内

でヘッジを行っておりま

す。 

３）ヘッジ方針 

同左 

３）ヘッジ方針 

同左 

  ４）ヘッジの有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象

は重要な条件が同一である

ため、高い有効性を有して

おります。 

 ただし、特例処理によっ

ている金利スワップについ

ては、有効性の評価を省略

しております。 

４）ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

４）ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

  (6）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理は税抜

方式によっております。 

(6）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

同左 

(6）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準）  

 当中間連結会計期間より、固定資

産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響は

ありません。 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）  

 当中間連結会計期間より「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準第５号 平

成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）

を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は純資産の部の合計と同額

の9,185百万円であります。 

 なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。 

────── 

────── （企業結合に係る会計基準等） 

 当中間連結会計期間より、「企業

結合に係る会計基準」（企業会計審

議会 平成15年10月31日）及び「事

業分離等に関する会計基準」（企業

会計基準第７号 平成17年12月27

日）並びに「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第10号 

平成17年12月27日）を適用しており

ます。 

────── 



追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── ────── 株式譲渡契約 

 平成18年３月28日開催の当社取締役

会におきまして、ＮＥＣ三栄株式会社

の全株式を日本電気株式会社より取得

することを決議しました。 

  ① ＮＥＣ三栄株式会社の内容 

名称     ＮＥＣ三栄株式会

社 

住所     東京都立川市曙町

一丁目25番12号 

代表者の氏名 代表取締役社長 

設楽恒男 

資本金    ４億80百万円（平

成17年３月31日現

在） 

事業の内容  赤外線機器、工業

計測機器の製造・

販売 

  ② 異動の前後における当社の所有に

係る議決権の数及び総株主の議決

権に対する割合 

  （異動前）（異動後）

ａ 当社所有

議決権の

数 

－ 全議決権数

ｂ 総株主の

議決権に

対する割

合 

－ 100％ 

  ③ 異動の理由 

これまで当社とＮＥＣ三栄株式会

社はＮＥＣグループ企業としてそ

れぞれ赤外線機器を展開してまい

りましたが、今後の市場競争激化

に備えるとともに、監視・セキュ

リティ領域等の成長領域に積極展

開するため連携してこれに当るこ

とに合意しました。そこで、当社

は日本電気株式会社よりＮＥＣ三

栄株式会社の全株式を取得し、当

社の子会社として経営統合するこ

とにいたしました。これによっ

て、相互の事業・収益基盤を強

化、拡充していくことが可能とな

り、グローバル・レベルで赤外線

機器を積極的に展開し、業績向上

に努めてまいります。 

  ④ 異動の年月日 

平成18年３月28日 株式譲渡契約

締結 

平成18年６月30日 株式譲受予定 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、 

15,672百万円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

15,841百万円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

15,607百万円であります。 

※２．有形固定資産のうち、次の資産は工場

財団として下記借入の担保に供してお

ります。 

※２．有形固定資産のうち、次の資産は工場

財団として下記借入の担保に供してお

ります。 

※２．有形固定資産のうち、次の資産は工場

財団として下記借入の担保に供してお

ります。 

建物及び構築物 2,031百万円

土地 4,794 

その他の有形固定資産 293 

計 7,120 

建物及び構築物 1,904百万円

土地 4,794 

その他の有形固定資産 255 

計 6,954 

建物及び構築物 1,979百万円

土地 4,794 

その他の有形固定資産 268 

計 7,041 

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務 

短期借入金 1,420百万円

長期借入金 1,520 

(内一年以内返済予定額 240) 

計 2,940 

短期借入金 2,027百万円

長期借入金 1,280 

(内一年以内返済予定額 240) 

計 3,307 

短期借入金 799百万円

長期借入金 1,400 

(内一年以内返済予定額 240) 

計 2,199 

 ３．偶発債務 

保証債務 

従業員の住宅取得資金の借入金に

対する保証 

69百万円 

 ３．偶発債務 

保証債務 

従業員の住宅取得資金の借入金に

対する保証 

53百万円 

 ３．偶発債務 

保証債務 

従業員の住宅取得資金の借入金に

対する保証 

59百万円 

 ４．財務上の特約 

 借入金のうち、シンジケート・ローン

契約（当中間連結会計期間末残高5,320

百万円）及びコミットメントライン契約

（契約総額6,000百万円、当中間連結会

計期間末借入未実行残高2,620百万円）

には、契約期間中において純資産額、営

業利益、経常利益を一定の水準に維持す

る等の財務上の特約が定められておりま

す。 

 ４．財務上の特約 

 借入金のうち、シンジケート・ローン

契約（当中間連結会計期間末残高4,480

百万円）及びコミットメントライン契約

（契約総額6,000百万円、当中間連結会

計期間末借入未実行残高3,200百万円）

には、契約期間中において純資産額、営

業利益、経常利益を一定の水準に維持す

る等の財務上の特約が定められておりま

す。 

 ４．財務上の特約 

 借入金のうち、シンジケート・ローン

契約（当連結会計年度末残高4,900百万

円）及びコミットメントライン契約（契

約総額6,000百万円、当連結会計年度末

借入未実行残高4,100百万円）には、契

約期間中において純資産額、営業利益、

経常利益を一定の水準に維持する等の財

務上の特約が定められております。 

※５．     ───── ※５．中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、当中間連結会計期間末

日は金融機関が休日でしたが、満期日に

決済が行われたものとして処理しており

ます。 

 当中間連結会計期間末日満期手形の金

額は次の通りであります。 

受取手形 4百万円

支払手形 104 

※５．     ───── 



（中間連結損益計算書関係） 

２．配当に関する事項 

配当金支払額 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額 

給与手当・賞与 841百万円

技術研究費 539 

給与手当・賞与 1,063百万円

技術研究費 626 

給与手当・賞与 1,706百万円

技術研究費 1,030 

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．第１種優先株式の発行済株式総数の減少1,900千株、自己株式数の増加及び減少1,900千株は、第１種優先

株主からの取得請求により取得し、消却したものであります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  
前連結会計年度末 

株式数（千株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間

末株式数（千株） 

 発行済株式     

   普通株式 28,300 － － 28,300 

   第１種優先株式 

        （注）１ 
4,000 － 1,900 2,100 

合計 32,300 － 1,900 30,400 

 自己株式         

   普通株式 （注）２ 22 2 － 24 

第１種優先株式 

（注）１ 
－ 1,900 1,900 － 

合計 22 1,902 1,900 24 

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 

普通株式 169 6  平成18年３月31日  平成18年６月29日

第１種優先株式 43 10.975  平成18年３月31日  平成18年６月29日

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

「現金及び預金」 1,422百万円

現金及び現金同等物 

中間期末残高 
1,422 

「現金及び預金」 1,399百万円

現金及び現金同等物 

中間期末残高 
1,399 

「現金及び預金」 2,007百万円

現金及び現金同等物 

期末残高 
2,007 



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

その他の有
形固定資産 

856 529 326 

合計 856 529 326 

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

その他の有
形固定資産 

708 321 386

合計 708 321 386

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

その他の有
形固定資産 

627 273 354

合計 627 273 354

（注） 取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

おります。 

同左 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 137百万円

１年超 189 

合計 326 

１年内 138百万円

１年超 248 

合計 386 

１年内 128百万円

１年超 225 

合計 354 

（注） 未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

同左 （注） 未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定

しております。 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 115百万円

減価償却費相当額 115 

支払リース料 75百万円

減価償却費相当額 75 

支払リース料 201百万円

減価償却費相当額 201 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 当中間連結会計期間末において、その他有価証券で時価のあるものはありません。 

２．時価評価されていない主な有価証券 

 金額が軽微であり、重要性が乏しいため記載を省略しております。 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券 

 金額が軽微であり、重要性が乏しいため記載を省略しております。 

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

有価証券 

 該当事項はありません。 

  取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 7 7 △   0 

合計 7 7 △   0 



（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

金利関係 

 すべてヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引であるため、開示の対象から除いております。 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

金利関係 

 すべてヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引であるため、開示の対象から除いております。 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

金利関係 

 すべてヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引であるため、開示の対象から除いております。 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年

４月１日 至 平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 当社企業グループが製造販売する各種製品は、すべて電子応用機器であり事業区分が単一セグメントであるた

め、該当事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年

４月１日 至 平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 当社企業グループは海外拠点を有しておりませんので、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的な近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳 

アジア地域……中国、台湾、マレーシア 

その他の地域…欧州、北米 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

 アジア地域 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,831 356 2,188 

Ⅱ 連結売上高（百万円）   15,378 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 11.9 2.3 14.2 



（企業結合等関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

共通支配下の取引等 

１．結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合の法的形式、取引の目的を含む取引の概要 

(1）結合当事企業の名称及び事業の内容 

① 結合当事企業の名称 

日本アビオニクス株式会社（当社） 

② 被結合当事企業の名称 

ＮＥＣ三栄株式会社 

③ 被結合当事企業の事業の内容 

赤外線機器、工業計測機器の製造及び販売 

(2）企業結合の法的形式及び取引の目的を含む取引の概要 

 当社は、当社の親会社日本電気株式会社が所有するＮＥＣ三栄株式会社の全株式を譲り受け、当社の子

会社といたしました。この取引は、両社の事業領域の相互補完を行うとともに赤外線機器の今後の成長が

期待できる監視・セキュリティ市場へ積極的な事業展開を進めることを目的としたものであります。 

２．実施した会計処理の概要 

 上記取引は、「企業結合に係る会計基準」に定める共通支配下の取引等に該当し、これに基づく会計処理

を行っております。 



（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下

の通りであります。 

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 150円84銭

１株当たり中間純利益 ２円13銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 １円51銭

１株当たり純資産額 250円58銭

１株当たり中間純利益 ７円57銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 ６円19銭

１株当たり純資産額 250円95銭

１株当たり当期純利益 102円26銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益 73円69銭

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益       

中間（当期）純利益（百万円） 60 214 2,935 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 43 

（うち利益処分による優先配当額） (－) (－) (43) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
60 214 2,892 

普通株式の期中平均株式数（千株） 28,280 28,276 28,279 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益 
      

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － 43 

（うち利益処分による優先配当額） (－) (－) (43) 

普通株式増加数（千株） 11,560 6,315 11,560 

（うち第１種優先株式） (11,560) (6,315) (11,560) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

────── ────── ────── 

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円） － 9,185 － 

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円） 
－ 2,100 － 

普通株式に係る中間期末（期末）の純

資産額（百万円） 
－ 7,085 － 

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末（期末）の普通株式の数 

（千株） 

－ 28,275 － 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   1,344   1,247 1,964   

２．受取手形   215   454 406   

３．売掛金   7,906   7,286 7,868   

４．たな卸資産   11,300   10,454 9,466   

５．関係会社短期貸付
金 

  3,180   4,085 3,132   

６．その他 ※３ 1,413   1,205 1,275   

７．貸倒引当金   △    30   △  50 △  40   

流動資産合計     25,329 79.8 24,683 74.4   24,073 78.7

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 
※１ 
※２ 

        

(1）土地   3,342   3,342 3,342   

(2）その他の有形固
定資産 

  1,789   2,016 1,894   

計   5,132   5,359 5,237   

２．無形固定資産   96   95 92   

３．投資その他の資産           

(1）関係会社株式   －   1,700 －   

(2）投資その他の資
産 

  1,286   1,421 1,276   

(3）貸倒引当金   △    88   △ 101 △  91   

計   1,198   3,020 1,184   

固定資産合計     6,427 20.2 8,475 25.6   6,514 21.3

資産合計     31,756 100 33,159 100   30,587 100 

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形 ※６ 561   609 502   

２．買掛金   4,584   4,707 4,550   

３．短期借入金 ※２ 5,320   7,370 3,840   

４．製品保証引当金   －   31 －   

５．その他 ※３ 2,854   3,024 3,020   

流動負債合計     13,320 41.9 15,742 47.5   11,912 38.9

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金   6,480   5,310 5,660   

２．再評価に係る繰延
税金負債 

  1,274   1,321 1,274   

３．退職給付引当金   2,552   1,901 787   

４．役員退職慰労引当
金 

  －   59 107   

固定負債合計     10,306 32.5 8,593 25.9   7,829 25.6

負債合計     23,627 74.4 24,336 73.4   19,742 64.5

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     5,145 16.2 － －   5,145 16.8

Ⅱ 利益剰余金           

１．利益準備金   18   － 18   

２．中間（当期）未処
分利益 

  1,112   － 3,829   

利益剰余金合計     1,131 3.6 － －   3,848 12.6

Ⅲ 土地再評価差額金     1,857 5.8 － －   1,857 6.1

Ⅳ 自己株式     △     5 △ 0.0 － －   △   6 △ 0.0

資本合計     8,129 25.6 － －   10,844 35.5

負債・資本合計     31,756 100 － －   30,587 100 

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本          

１．資本金    － －  5,145 15.5  － －

２．利益剰余金            

(1）利益準備金   －   40   －   

(2）その他利益剰余
金 

            

繰越利益剰余金   －   1,835   －   

利益剰余金合計    － －  1,875 5.6  － －

３．自己株式    － －  △  7 △ 0.0  － －

株主資本合計    － －  7,013 21.1  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等          

１．土地再評価差額金    － －  1,809 5.5  － －

評価・換算差額等合
計 

   － －  1,809 5.5  － －

純資産合計    － －  8,823 26.6  － － 

負債純資産合計    － －  33,159 100  － － 



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     12,835 100 13,357 100   29,810 100 

Ⅱ 売上原価     10,277 80.1 10,623 79.5   23,740 79.7

売上総利益     2,558 19.9 2,734 20.5   6,070 20.3

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    2,381 18.5 2,440 18.3   4,746 15.9

営業利益     176 1.4 294 2.2   1,323 4.4

Ⅳ 営業外収益 ※１   52 0.4 84 0.6   109 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２   157 1.2 164 1.2   351 1.2

経常利益     71 0.6 213 1.6   1,081 3.6

Ⅵ 特別利益 ※３   － － －   2,034 6.8

Ⅶ 特別損失 ※４   38 0.3 46 0.3   341 1.1

税引前中間(当期)
純利益 

    32 0.3 167 1.3   2,774 9.3

法人税、住民税及
び事業税 

  22   20 52   

法人税等調整額   － 22 0.2 － 20 0.2 △   5 47 0.1

中間(当期)純利益     10 0.1 147 1.1   2,727 9.2

前期繰越利益     1,102 －   1,102 

中間（当期）未処
分利益 

    1,112 －   3,829 

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余
金 

利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
5,145 18 3,829 3,848 △   6 8,987 

中間会計期間中の変動額       

剰余金の配当（注）     △ 213 △ 213   △ 213 

利益準備金の積立（注）   21 △  21 －   － 

中間純利益     147 147   147 

自己株式の取得         △1,907 △1,907 

自己株式の消却     △1,906 △1,906 1,906 － 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
            

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
－ 21 △1,994 △1,973 △   1 △1,974 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
5,145 40 1,835 1,875 △   7 7,013 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
土地再評価差額
金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
1,857 1,857 10,844 

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注）     △ 213 

利益準備金の積立（注）     － 

中間純利益     147 

自己株式の取得     △1,907 

自己株式の消却     － 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△  47 △  47 △  47 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△  47 △  47 △2,021 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
1,809 1,809 8,823 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

子会社株式 

 移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

  (2）たな卸資産 

製品、半製品及び原材料 

 総平均法による原価法 

(2）たな卸資産 

製品、半製品及び原材料 

同左 

(2）たな卸資産 

製品、半製品及び原材料 

同左 

  仕掛品及び未着品 

 個別法による原価法 

仕掛品及び未着品 

同左 

仕掛品及び未着品  

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法 

 なお、主な耐用年数は以下の

通りであります。 

建物      ８～50年 

機械装置        10年 

工具器具備品  ２～20年 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

  (2）無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用ソフトウェア

については、社内利用可能期間

に基づく定額法によっておりま

す。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率等により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、計上

しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (2）   ────── 

  

(2）製品保証引当金 

 製品販売後の無償修理費用の

支出に備えるため、過去の実績

を基礎とした見積額を計上して

おります。 

（会計方針の変更） 

 製品の無償保証期間中の修理

費用は、従来修理作業発生時に

計上しておりましたが、当中間

会計期間より過去の実績を基礎

とした見積額を製品保証引当金

として計上する方法によってお

ります。この変更は、過去の実

績を基礎に将来の発生見込額の

見積りが可能になったことか

ら、財務の健全性を高め、期間

損益計算の適正化をはかるため

行ったものであります。 

 この変更により、過年度の売

上に起因する製品保証引当金繰

入額35百万円を特別損失に計上

し、当中間会計期間繰入額31百

万円を売上原価に計上しており

ます。この結果、従来と同一の

方法を採用した場合と比べ、営

業利益及び経常利益は４百万円

それぞれ増加し、税引前中間純

利益は31百万円減少しておりま

す。 

(2）   ────── 

  

  (3）退職給付引当金 

 従業員への退職給付に備える

ため、当中間会計期間末におけ

る退職給付債務見込額から年金

資産見込額並びに会計基準変更

時差異未処理額、未認識過去勤

務債務、未認識数理計算上の差

異を加減した額を退職給付引当

金として計上しております。会

計基準変更時差異8,232百万円

は、平成12年４月１日から15年

による按分額を費用処理してお

ります。過去勤務債務はその発

生時の従業員の平均残存勤務期

間で按分した額を費用処理して

おります。数理計算上の差異は

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間で按分した額をそれぞ

れ発生の翌期から費用処理して

おります。 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

退職給付債務見込額から年金資

産見込額並びに会計基準変更時

差異未処理額、未認識過去勤務

債務、未認識数理計算上の差異

を加減した額を退職給付引当金

として計上しております。確定

給付企業年金制度及び適格退職

年金制度については年金資産の

額が企業年金制度に係る退職給

付債務に当該企業年金制度に係

る会計基準変更時差異未処理

額、未認識過去勤務債務及び未

認識数理計算上の差異を加減し

た額を超えているため、前払年

金費用（当中間会計期間末1,175

百万円）として「投資その他の

資産」に含めて中間貸借対照表

に計上しております。また、会

計基準変更時差異（8,232百万

円）については、厚生年金基金 

(3）退職給付引当金 

 従業員への退職給付に備える

ため、期末における退職給付債

務から年金資産並びに会計基準

変更時差異未処理額、未認識数

理計算上の差異、未認識過去勤

務債務を加減した額を退職給付

引当金として計上しておりま

す。退職給付会計基準の適用に

伴い発生した会計基準変更時差

異8,232百万円は、平成12年４月

１日から15年による按分額を費

用処理しております。数理計算

上の差異はその発生時の従業員

の平均残存勤務期間で按分した

額をそれぞれ発生の翌期から費

用処理しております。過去勤務

債務はその発生時の従業員の平

均残存勤務期間で按分した額を

費用処理しております。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

   

  

の代行部分の返上に伴う処理を

除き、平成12年４月１日から15

年による按分額を費用処理して

おります。過去勤務債務はその

発生時の従業員の平均残存勤務

期間で按分した額を費用処理し

ております。数理計算上の差異

はその発生時の従業員の平均残

存勤務期間で按分した額をそれ

ぞれ発生の翌期から費用処理し

ております。 

 

   

  

（追加情報） 

 当社は、確定給付企業年金法

の施行に伴い、厚生年金基金の

代行部分について、平成18年２

月１日に厚生労働大臣から過去

分返上の認可を受け、平成18年

５月24日に国に返還額（最低責

任準備金）の納付を行っており

ます。なお、当中間会計期間に

おける損益に与える影響額は軽

微であります。 

（追加情報） 

 当社は、確定給付企業年金法

の施行に伴い、厚生年金基金の

代行部分について、平成18年２

月１日に厚生労働大臣から過去

分返上の認可を受けました。 

 当事業年度における損益に与

えている影響額は、特別利益と

して2,034百万円計上しておりま

す。 

  (4）   ────── (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えるため、社内規程に基づく当

中間会計期間末要支給額を計上

しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えるため、社内規程に基づく期

末要支給額を計上しておりま

す。 

（追加情報） 

 当社の役員退職慰労金は、従

来、支出時の費用として処理し

ていましたが、当期から当社社

内規程に基づく期末要支給額を

役員退職慰労引当金として計上

する方法によっております。こ

れは当期において規程を制定し

たことに伴い、財務の健全性を

はかるため行ったものでありま

す。 

 この結果、当事業年度発生額

23百万円は販売費及び一般管理

費に計上し、過年度対応額84百

万円は特別損失に計上しており

ます。 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっており

ます。また、金利スワップにつ

いて特例処理の条件を充たして

いる場合は特例処理を採用して

おります。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金の支払利

息 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (3）ヘッジ方針 

 デリバティブ取引に関する社

内規程に基づき、金利の変動に

よるリスクの低減のため、対象

債務の範囲内でヘッジを行って

おります。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジの有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象は重

要な条件が同一であるため、高

い有効性を有しております。 

 ただし、特例処理によってい

る金利スワップについては、有

効性の評価を省略しておりま

す。 

(4）ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

(4）ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

 消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。 

同左 同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10

月31日）を適用しております。これ

による損益に与える影響はありませ

ん。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間より「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適

用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は純資産の部の合計と同額

の8,823百万円であります。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

────── 

────── （企業結合に係る会計基準等） 

 当中間会計期間より、「企業結合

に係る会計基準」（企業会計審議会 

平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基

準第７号 平成17年12月27日）並び

に「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企

業会計基準適用指針第10号 平成17

年12月27日）を適用しております。 

────── 



表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

──────  （中間貸借対照表） 

 「関係会社株式」は、前中間会計期間まで「投資その

他の資産」に含めて表示しておりましたが、当中間会計

期間末において、資産の総額の100分の５を超えたため区

分掲記いたしました。 

 なお、前中間会計期間末の「関係会社株式」の金額は

1,000百万円であります。 



追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

──────  ──────  株式譲渡契約 

 平成18年３月28日開催の当社取締役

会におきまして、ＮＥＣ三栄株式会社

の全株式を日本電気株式会社より取得

することを決議しました。 

    ① ＮＥＣ三栄株式会社の内容 

名称     ＮＥＣ三栄株式会

社 

住所     東京都立川市曙町

一丁目25番12号 

代表者の氏名 代表取締役社長 

設楽恒男 

資本金    ４億80百万円（平

成17年３月31日現

在） 

事業の内容  赤外線機器、工業

計測機器の製造・

販売 

    ② 異動の前後における当社の所有に

係る議決権の数及び総株主の議決

権に対する割合 

  （異動前）（異動後）

ａ 当社所有

議決権の

数 

－ 全議決権数

ｂ 総株主の

議決権に

対する割

合 

－ 100％ 

    ③ 異動の理由 

これまで当社とＮＥＣ三栄株式会

社はＮＥＣグループ企業としてそ

れぞれ赤外線機器を展開してまい

りましたが、今後の市場競争激化

に備えるとともに、監視・セキュ

リティ領域等の成長領域に積極展

開するため連携してこれに当るこ

とに合意しました。そこで、当社

は日本電気株式会社よりＮＥＣ三

栄株式会社の全株式を取得し、当

社の子会社として経営統合するこ

とにいたしました。これによっ

て、相互の事業・収益基盤を強

化、拡充していくことが可能とな

り、グローバル・レベルで赤外線

機器を積極的に展開し、業績向上

に努めてまいります。 

    ④ 異動の年月日 

平成18年３月28日 株式譲渡契約

締結 

平成18年６月30日 株式譲受予定 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日現在） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日現在） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日現在） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

7,364百万円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

     7,357百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

     7,316百万円

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産    

工場財団 4,012百万円

工場財団の内訳  

土地 3,289百万円

その他の有形固

定資産 
723 

上記に対応する債務 

短期借入金 1,420百万円

工場財団 3,943百万円

工場財団の内訳  

土地 3,289百万円

その他の有形固

定資産 
653 

上記に対応する債務 

短期借入金 2,027百万円

工場財団 3,974百万円

工場財団の内訳  

土地 3,289百万円

その他の有形固

定資産 
685 

上記に対応する債務 

短期借入金 799百万円

※３．未収消費税等 9百万円 ※３．未収消費税等  35百万円 ※３．未払消費税等   93百万円

 ４．偶発債務 

 銀行借入金等に対する保証債務 

 ４．偶発債務 

 銀行借入金等に対する保証債務 

 ４．偶発債務 

 銀行借入金等に対する保証債務 

従業員 69百万円 従業員 53百万円 従業員 59百万円

 ５．財務上の特約 

 借入金のうち、シンジケート・ローン

契約（当中間会計期間末残高5,320百万

円）及びコミットメントライン契約（契

約総額6,000百万円、当中間会計期間末

借入未実行残高2,620百万円）には、契

約期間中において純資産額、営業利益、

経常利益を一定の水準に維持する等の財

務上の特約が定められております。 

 ５．財務上の特約 

 借入金のうち、シンジケート・ローン

契約（当中間会計期間末残高4,480百万

円）及びコミットメントライン契約（契

約総額6,000百万円、当中間会計期間末

借入未実行残高3,200百万円）には、契

約期間中において純資産額、営業利益、

経常利益を一定の水準に維持する等の財

務上の特約が定められております。 

 ５．財務上の特約    

 借入金のうち、シンジケート・ローン

契約（当期末残高4,900百万円）及びコ

ミットメントライン契約（契約総額

6,000百万円、当期末借入未実行残高

4,100百万円）には、契約期間中におい

て純資産額、営業利益、経常利益を一定

の水準に維持する等の財務上の特約が定

められております。 

※６．     ────── ※６．中間会計期間末日満期手形の会計処理

については、当中間会計期間末は金融機

関が休日でしたが、満期日に決済が行わ

れたものとして処理しております。 

 当中間会計期間末日満期手形の金額は

次の通りであります。 

支払手形 65百万円

※６．     ────── 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 

受取利息 28百万円 受取利息 32百万円 受取利息 56百万円

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 

支払利息 144百万円 支払利息 132百万円 支払利息 320百万円

※３．   ───── ※３．   ───── ※３．特別利益の項目 

    厚生年金基金代

行返上益 
2,034百万円

※４．特別損失の項目 ※４．特別損失の項目 ※４．特別損失の項目 

固定資産除却損 20百万円

貸倒引当金繰入

額 
17 

固定資産除却損 10百万円

製品保証引当金

繰入額 
35 

たな卸資産廃棄

損 
205百万円

固定資産除却損 33 

貸倒引当金繰入

額 
17 

役員退職慰労引

当金繰入額 
84 

 ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額 

有形固定資産 172百万円

無形固定資産 31 

有形固定資産 211百万円

無形固定資産 17 

有形固定資産 379百万円

無形固定資産 51 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

  

 当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．第１種優先株式の増加及び減少1,900千株は、第１種優先株主からの取得請求により取得し、消却したもので

あります。 

  
（リース取引関係） 

  
前事業年度末株式数

（千株） 

当中間会計期間増加

株式数（千株） 

当中間会計期間減少 

株式数（千株） 

当中間会計期間末株

式数（千株） 

 普通株式 （注）１ 22 2 － 24 

第１種優先株式 （注）２ － 1,900 1,900 － 

     合計 22 1,902 1,900 24 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

その他の有
形固定資産 

355 264 91 

合計 355 264 91 

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

その他の有
形固定資産 

148 116 31

合計 148 116 31

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

その他の有
形固定資産 

152 100 51

合計 152 100 51

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 60百万円

１年超 31 

合計 91 

１年内 28百万円

１年超 2 

合計 31 

１年内 39百万円

１年超 12 

合計 51 

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 55百万円

減価償却費相当額 55 

支払リース料 20百万円

減価償却費相当額 20 

支払リース料 95百万円

減価償却費相当額 95 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあり

ません。 

（企業結合等関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

共通支配下の取引等 

 「１ 中間連結財務諸表等 (1）中間連結財務諸表 注記事項（企業結合等関係）」に記載の通りでありま

す。 



（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下

の通りであります。 

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 146円１銭

１株当たり中間純利益 38銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益  27銭

１株当たり純資産額 237円78銭

１株当たり中間純利益 ５円20銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益  ４円25銭

１株当たり純資産額 240円50銭

１株当たり当期純利益 94円90銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益  68円47銭

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益       

中間（当期）純利益 10 147 2,727 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 43 

（うち利益処分による優先配当額） (－) (－) (43) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
10 147 2,683 

普通株式の期中平均株式数（千株） 28,280 28,276 28,279 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益 
      

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － 43 

（うち利益処分による優先配当額） (－) (－) (43) 

普通株式増加数（千株） 11,560 6,315 11,560 

（うち第１種優先株式） (11,560) (6,315) (11,560) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

────── ────── ────── 

  
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日) 

前事業年度末 
（平成18年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） － 8,823 － 

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円） 
－ 2,100 － 

普通株式に係る中間期末（期末）の純

資産額（百万円） 
－ 6,723 － 

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末（期末）の普通株式の数 

（千株） 

－ 28,275 － 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

１ 有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第56期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月29日関東財務局長に提出 

２ 臨時報告書 

 平成18年７月27日関東財務局長に提出 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号（提出会社並びに連結会社の財政状態、経営成

績に著しい影響を与える事象が発生した場合）に基づく臨時報告書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月１２日

日 本 ア ビ オ ニ ク ス 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本アビオニクス株

式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７

年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中

間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、日本アビオニクス株式会社及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期

間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示して

いるものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 植 田 正 義 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 中 嶋 康 博 

      



独立監査人の中間監査報告書 

 平成18年12月８日 

日本アビオニクス株式会社  

 取締役会 御中    

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 中山 清美  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 榊  正壽  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 薄井 誠   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本ア

ビオニクス株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連

結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、日本アビオニクス株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有

用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月１２日

日 本 ア ビ オ ニ ク ス 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本アビオニクス株

式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第５６期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７

年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、日本ア

ビオニクス株式会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１日から平成

１７年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 植 田 正 義 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 中 嶋 康 博 

      



独立監査人の中間監査報告書 

 平成18年12月８日 

日本アビオニクス株式会社  

 取締役会 御中    

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 中山 清美  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 榊  正壽  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 薄井 誠   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本ア

ビオニクス株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第57期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日

から平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動

計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中

間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、日本アビオニクス株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４

月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 以 上

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 
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